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第
二
共
済
が
受
理 

ピ
ジ
ョ
ン
株
式
会
社

は
、
11
月
28
日
15
時
、

子
育
て
事
業
部
本
部
長

ら
が
全
医
労
本
部
を
訪

れ
、
「
平
成

29

年
度
末

（
平
成
30
年
３
月
末
）

を
も
っ
て
契
約
を
終
了

す
る
こ
と
を
厚
労
省
第

二
共
済
組
合
に
申
し
入

れ
、
受
理
さ
れ
た
」
こ
と

を
報
告
し
ま
し
た
。 

ピ
ジ
ョ
ン
株
式
会
社

は
、
契
約
更
新
を
し
な
い

理
由
と
し
て
「
サ
ー
ビ
ス

提
供
面
で
の
限
界
―
保

育
所
の
事
情
に
応
じ
た

要
望
に
緊
急
・
迅
速
に
対

応
で
き
ず
各
保
育
所
間

の
不
公
平
が
生
じ
て
い

る
」
「
人
材
確
保
面
で
の

限
界
―
保
育
士
確
保
は

熾
烈
な
競
争
と
な
っ
て

お
り
、
各
保
育
所
の
地
域

事
情
に
応
じ
た
人
材
確

保
が
困
難
と
な
っ
て
い

る
」
「
保
育
所
の
運
営
形

態
の
多
様
化
―
一
括
委

託
か
ら
離
脱
し
独
自
に

運
営
委
託
す
る
病
院
が

あ
り
今
後
も
増
え
る
見

込
み
」
の
三
点
を
挙
げ
て

い
ま
す
が
、
と
う
て
い
納

得
い
く
理
由
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

現
場
に
混
乱
を
起
こ
す
な 

ピ
ジ
ョ
ン
は
、
全
医
労

に
契
約
終
了
を
説
明
す

る
と
同
時
刻
に
、
各
保
育

園
に
メ
ー
ル
で
連
絡
し

て
い
る
と
説
明
し
ま
し

た
。 こ

う
し
た
ピ
ジ
ョ
ン

の
対
応
に
全
医
労
は
「
過

半
数
を
組
織
す
る
全
医

労
と
の
協
議
が
先
だ
。
職

場
に
混
乱
を
起
こ
し
て

責
任
を
持
て
る
の
か
」

「
こ
ん
な
重
大
事
を
メ

ー
ル
一
本
で
通
知
す
る

な
ん
て
乱
暴
す
ぎ
る
」
と

抗
議
し
ま
し
た
。 

ピ
ジ
ョ
ン
側
は
「
今
後
、

全
医
労
と
し
っ
か
り
と

話
し
合
っ
て
い
く
。
12

月
中
に
園
の
代
表
者
へ

の
説
明
会
を
全
国
で
開

催
す
る
」
と
答
え
ま
し
た
。 

あ
ら
た
め
て
全
医
労

か
ら
「
少
な
く
と
も
後
１

年
以
上
、
要
員
確
保
も
含

め
て
院
内
保
育
所
を
き

ち
ん
と
運
営
し
て
い
く

責
任
が
ピ
ジ
ョ
ン
に
は

あ
る
。
機
械
的
な
対
応
で

雇
用
不
安
を
起
こ
す
な
」

と
迫
り
、
ピ
ジ
ョ
ン
は

「
第
二
共
済
組
合
や
病

院
機
構
と
の
連
携
を
通

じ
て
、
次
の
受
託
業
者
に

対
し
、
職
員
の
継
続
雇
用

及
び
労
働
条
件
の
維
持

を
働
き
か
け
て
い
く
」
と

答
え
ま
し
た
。 

全
医
労
に
結
集
を 

 

院
内
保
育
所
は
、
全
医

労
が
つ
く
り
充
実
さ
せ

て
き
た
財
産
で
す
。
病
院

に
と
っ
て
も
、
医
師
や
看

護
師
等
の
確
保
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
保
育
所

岸田委員長あいさつ 
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で
す
。
２
０
０
４
年
一
括

民
間
委
託
の
時
も
「
保
育

の
質
の
維
持
」
と
「
職
員

の
雇
用
と
労
働
条
件
を

守
る
」
こ
と
を
重
要
課
題

に
位
置
付
け
、
保
護
者
と

職
員
そ
し
て
全
医
労
が

連
帯
し
運
動
し
て
き
ま

し
た
。 

今
こ
そ
、
保
育
所
の
利

用
者
（
保
護
者
）
・
保
育

所
職
員
・
全
医
労
各
支
部

が
固
く
手
を
つ
な
ぎ
、
ピ

ジ
ョ
ン
と
第
二
共
済
組

合
そ
し
て
国
立
病
院
機

構
に
対
し
「
院
内
保
育
所

の
存
続
・
拡
充
」
の
た
め

責
任
あ
る
対
応
を
求
め

て
た
た
か
う
と
き
で
す
。 

ピ
ジ
ョ
ン
撤
退
後
の

院
内
保
育
所
の
運
営
に

つ
い
て
は
、
12
月
中
に

も
開
催
が
予
定
さ
れ
る

厚
労
省
第
二
共
済
組
合

運
営
審
議
会
で
議
論
さ

れ
決
定
し
ま
す
。
院
内
保

育
所
を
私
た
ち
の
手
に

取
り
戻
し
ま
し
ょ
う
。 

各
支
部
は
、
早
急
に
保

育
所
職
員
と
対
話
し
、

「
組
合
と
共
に
保
育
所

と
保
育
所
職
員
の
雇
用

を
守
ろ
う
」
と
働
き
か
け
、

未
加
入
の
人
に
は
「
ぜ
ひ
、

組
合
に
入
っ
て
頑
張
ろ

う
」
と
呼
び
か
け
ま
し
ょ

う
。 

（
テ
レ
フ
ァ
ッ
ク
ス
ニ

ュ
ー
ス
第
26
号
よ
り
） 

                         

                         

                   

 テレファックス指示第 17号 
2 0 1 6 年 1 1 月 2 9 日 

全支部長、地区・地方協議長 殿 
全医労中央闘争委員長 佐藤 晃一 

 

独法施設院内保育所 2018年度以降の 
委託契約に対する緊急要請打電の取り組み 

 
 連日の奮闘ご苦労様です。 
 11月 28日ピジョン（株）より「2017年度限りで委託を終了したい」旨を厚労省第二共済組合に申し出、同
日 15 時よりピジョンから全医労本部に報告がありました。この情勢を受け、緊急ではありますが、以下の取
り組みを指示します。 

 

 

 

指示事項の説明 
① 国立病院機構の院内保育所は、病院で働く看護師が子育てしながら働き続けたい、という強い思いから組
合運動で作り上げてきた保育所です。2004 年国立病院が独立行政法人に移行した際も全医労は、院内保育
所は病院直営による運営を基本要求としてきました。 
職員の福利厚生事業として第二共済組合の委託事業とする場合も、安全・安心な保育環境づくりと保育士

の賃金・労働条件改善をできる委託先を選定するよう要請し、現在のピジョンに一括委託が決まりました。
その後、３年更新で行われる委託先選考、決定にあたっても、良質な保育と職員の賃金・労働条件の改善を
保障する公正な委託契約を求めて運動をしてきました。 

② このような中で 2016年４月ピジョン（株）は、13 年目・５回目の契約をスタートしたばかりです。にも
かかわらず、ピジョンは「2017 年度末（2018 年３月末）をもって契約を終了する」ことを申し入れ、第二
共済組合はこれを受理しました。全国 115園の保育所職員や保育所を利用している保護者、子どもたちの保
育の場を放棄することは到底、納得できるものではありません。 

③ 全医労は、院内保育所の運営継続と保育内容の維持、保育所職員の雇用・労働条件の継続が図られるよう、
緊急ではありますが、以下の通り全組織で第二共済組合本部長宛要請打電の取り組みを指示します。 

以上 

指示事項 

１、全組織は、12 月５日（月）までに、厚生労働省第二共済組合本部長に対し、要請打電を行うこと。 

【打電先】 〒１００－８９１６  東京都千代田区霞が関１－２－２  

    厚生労働省


第二


共済


組合


 本


部長


 二川
ふたがわ

 一男
かずお

 殿 

【電文例】 

○ 厚労省第二共済組合として、すべての院内保育所の存続に責任を持て。 

○ 院内保育所職員の雇用確保と保育水準維持・改善を図れ。 

【期 日】2016年 12月５日（月）まで 

 

 


